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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月23日(2020.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下から上へ順次に配置される裏面電極、裏面窒化シリコン膜、裏面酸化アルミニウム膜
、Ｐ型シリコン、Ｎ型シリコン、表面窒化シリコン膜及び表面銀電極を含み、前記Ｐ型シ
リコンは電池のシリコンウェハであり、Ｎ型シリコンはシリコンウェハの表面で拡散して
形成されたＮ型エミッターであり、前記表面銀電極は、互いに垂直である銀材質の表面銀
バスバー電極及び銀材質の表面銀フィンガー電極からなり、前記裏面電極は、互いに垂直
である銀材質の裏面銀バスバー電極及びアルミニウム材質の裏面アルミフィンガー電極か
らなり、その裏面に、前記裏面窒化シリコン膜、及び前記裏面酸化アルミニウム膜を開口
して前記Ｐ型シリコンまでわたるレーザーグルービング領域が設けられ、レーザーグルー
ビング領域内にアルミニウムペーストが注入して印刷され、裏面アルミストリップが形成
され、裏面アルミフィンガー電極はレーザーグルービング領域内の裏面アルミストリップ
と一体に印刷して成形され、裏面アルミストリップを介して前記Ｐ型シリコンに接続され
る太陽光の吸収に有効であり、
　前記Ｐ型シリコンの表面には、互いに平行であり、かつ表面窒化シリコン膜に露出する
複数の凹溝が設けられ、前記凹溝の長さ方向は、表面銀バスバー電極に平行であり、前記
凹溝の内面は異なる方向から入射される太陽光を受けることが可能なテクスチャであり、
前記凹溝の内部の数回の反射及び入射によって太陽光が捕捉されることを特徴とする、
　太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項２】
　前記凹溝は連続する直線状の溝又は切断されたセグメント状の溝であり、各セグメント
状の溝の長さは、１０～６０μｍであることを特徴とする、
　請求項１に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項３】
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　前記凹溝は、その断面が長方形、正方形、Ｖ形、五角形又は六角形であり、その溝の深
さが５～２０μｍであることを特徴とする、
　請求項１に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項４】
　互いに平行する複数の前記凹溝において、互いに隣接する前記凹溝の間の間隔は１～２
０ｍｍであることを特徴とする、
　請求項１に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項５】
　前記裏面窒化シリコン膜の厚さは２０～５００ｎｍであり、前記裏面酸化アルミニウム
膜の厚さは２～５０ｎｍであることを特徴とする、
　請求項１に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項６】
　前記裏面銀バスバー電極は連続直線グリッド線又は分割されたグリッド線であり、前記
裏面アルミフィンガー電極の数は３０～５００本であることを特徴とする、
　請求項１に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項７】
　前記レーザーグルービング領域は複数個であり、前記レーザーグルービング領域のパタ
ーンはセグメント状、直線状、点線状又はドット状であることを特徴とする、
　請求項２に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項８】
　前記レーザーグルービング領域の幅は１０～５００μｍであり、隣接する前記レーザー
グルービング領域の間の間隔は０．５～１０ｍｍであることを特徴とする、
　請求項７に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池。
【請求項９】
　前記裏面電極の周囲には、さらに、電子の伝送経路を一つ多く提供するためのアルミニ
ウム材質のアルミニウムグリッド外枠が一回り印刷され、前記アルミニウムグリッド外枠
は、対応する前記裏面銀バスバー電極及び前記裏面アルミフィンガー電極のそれぞれに接
続されることを特徴とする、
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面
太陽電池。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項に記載の太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面
太陽電池の製造方法において、
（１）前記Ｐ型シリコンであるシリコンウェハの表面をレーザーグルービングし、互いに
平行な複数の前記凹溝を設けるステップと、
（２）前記シリコンウェハの表面及び裏面にウェットテクスチャリングして、テクスチャ
を形成し、前記凹溝の内面にもテクスチャを形成するステップと、
（３）前記シリコンウェハの表面で拡散させ、Ｎ型シリコン、即ち、Ｎ型エミッターを形
成するステップと、
（４）拡散中に形成されたＰＳＧ及び周辺ＰＮ接合を除去するステップと、
（５）前記シリコンウェハの裏面を研磨するステップと、
（６）前記シリコンウェハの裏面に前記裏面酸化アルミニウム膜を堆積させるステップと
、
（７）前記裏面酸化アルミニウム膜の裏面に前記裏面窒化シリコン膜を堆積させるステッ
プと、
（８）Ｎ型シリコンの表面に表面窒化シリコン膜を堆積し、前記凹溝を表面窒化シリコン
膜に露出させるステップと、
（９）シリコンの裏面をレーザーグルービングし、前記裏面窒化シリコン膜及び前記裏面
酸化アルミニウム膜を開口して前記シリコンウェハまでわたる前記レーザーグルービング
領域を形成するステップと、
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（１０）前記シリコンウェハの裏面に、スクリーン印刷によって前記裏面電極の前記裏面
銀バスバー電極を印刷するステップと、
（１１）前記シリコンウェハの裏面に、スクリーン印刷によって前記裏面アルミフィンガ
ー電極を印刷すると同時に、前記レーザーグルービング領域内にアルミニウムペーストを
印刷して裏面アルミストリップを形成することで、裏面アルミストリップを、前記裏面ア
ルミフィンガー電極と一体に印刷して成形するステップと、
（１２）前記表面窒化シリコン膜の表面に、スクリーン印刷又はインクジェット方法によ
って正極ペーストを印刷し、前記凹溝の長さ方向に平行な表面銀バスバー電極、及び表面
銀フィンガー電極を形成するステップと、
（１３）前記シリコンウェハを高温で焼結し、前記裏面電極及び前記表面銀電極を形成す
るステップと、
（１４）前記シリコンウェハをＡＮｔｉ－ＬＩＤアニーリング処理し、太陽電池を形成す
るステップと、を含み、
　又は、前記ステップ（５）を省略することを特徴とする、
　太陽光の吸収に有効なＰ型ＰＥＲＣ両面太陽電池の製造方法。
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